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第１ 第３期東海市障害福祉計画の策定にあたって 

第１-１ 障害福祉計画の概要 

障害者の福祉サービスは、平成１８年１０月から障害者自立支援法（以下「法」とい

う。）が施行され、サービス体系を再編して、身体障害、知的障害、精神障害（以下

「３障害」という。）の障害種別に関わらず、障害者が必要とするサービスを利用する

ための仕組みが一元化されました。 

また、市町村においては、３年間を１期とした各年度における障害福祉サービスごと

に、必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める「障害福祉計画」

の策定が義務付けられました。 

第１-２ 計画の目的 

 「障害福祉計画」は、法第８８条に基づき、障害のある方が、自立した日常生活ま

たは社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支

援事業の提供体制の確保に関する計画として定めるものです。 

  第１期及び第２期東海市障害福祉計画は、平成１8 年度から国の定めた基本指針に

基づき、福祉施設が新たなサービスへの移行を完了する平成２３年度末に向けて数値

目標を設定するとともに、平成１８年度から平成２３年度のサ－ビス見込量とその方

策を定め、必要なサービスが障害者に提供されるようにサービス量の確保に努めて来

ました。 

そして、第３期計画では第２期計画までの進捗状況等の分析・評価を行った上で、

同行援護や計画相談支援などの新たなサービスを含めて、引き続き取り組むべき課題、

新たな課題を整理しつつ、上位計画である「東海市総合計画」及び「障害者計画」と

の整合を図りながら平成２４年度から平成 2６年度までの各年度ごとの目標を設定し、

２期にわたり取組んできた方策を継承、発展させていきます。 

 この計画は、東海市の将来像を描いている「第５次東海市総合計画」との整合性を

保ちながら策定します。 

 「第２次東海市総合福祉計画」の中で策定されている「障害者福祉計画」の基本的

な考え方※を踏まえつつ策定します。 

 

 

 国の定める障害福祉計画の基本指針（平成１８年６月）に掲げる次の理念に即して

※ 第２次東海市総合福祉計画(障害者福祉計画)の基本的な考え方：障害のある人もない人

も、すべての人が、いきいきと暮らしつづけられるよう、共に支えあう社会の実現 
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策定します。 

 ア 障害者の自己決定と自己選択の尊重 

障害者が自らその居住する場所を選択し、自立と社会参加の実現を図っていくこ

とを基本として、障害福祉サービスの提供体制の整備を進めます。 

 イ 実施主体の市町村への統一と３障害に係る制度の一元化 

   身体障害、知的障害及び精神障害と障害種別ごとに分かれていた福祉サービス提

供制度は、法で一元的な規定となりました。現状では障害福祉サービスの提供体制

が立ち遅れている、精神障害者等に対するサービスの充実を図ります。 

 ウ  地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

地域生活への移行や就労支援に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障

害者が地域で生活できる仕組みを実現するため、身近な地域におけるサービス拠点

づくり等、ケアマネジメントの考えに基づいた、地域の社会資源の有機的な活用を

図る仕組みづくりを進めます。 

第１-３ 障害者自立支援法のサービス体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護給付(障害福祉サービス) 
●居宅介護 
●重度訪問介護 
●行動援護 
●同行援護 
●重度障害者等包拢支援 
●短期入所 
●療養介護 
●生活介護 
●施設入所支援 
●共同生活介護(ケアホーム) 

 

訓練等給付(障害福祉サービス) 

●自立訓練(機能訓練・生活訓練) 

●就労移行支援 
●就労継続支援(Ａ型・Ｂ型) 
●共同生活援助(グループホーム) 

 自立支援医療 
●(旧)更生医療 
●(旧)育成医療※ 
●(旧)精神通院公費※ 

※実施主体は都道府県等 

 補装具 

自立支援給付 

 
障
害
者
・
児 

●相談支援         ●地域活動支援センター 
●コミュニケーション支援  ●福祉ホーム 
●日常生活用具       ●日中一時支援 
●移動支援         ●その他の日常生活・社会 

  生活を支援する事業 
活を支援する事業 

 

地域生活支援事業 

支援 

市町村 

● 専門性の高い相談支援         ●その他広域的事業 
● サービス・相談支援者、指導者の育成  ●その他事業 

都道府県 
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第１-４ 計画期間 

本計画は、「第２期障害福祉計画」を基本的に踏襲しながら、サービス利用の実績を

踏まえ「第３期障害福祉計画」として、平成２４年度から平成２６年度の３か年を計画

期間とします。 

ただし、国は、平成２５年８月までに「障害者自立支援法」を廃止して、「障害者総

合福祉法（仮称）」の制定を目指しており、法制度の動向により、計画期間中に本計画

を見直す可能性があります。 

 18 年度～20 年度 21 年度～23 年度    24 年度  25 年度  26 年度 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

第１-５  計画の策定体制、推進体制 

計画策定は、自立支援協議会において各年度計画の達成状況を点検、評価します。 

また、作成した計画については、市のホームページで公表することとし、計画変更の

必要が生じた場合についても、策定と同様の手続きとします。 

 

 

第２ 第３期計画策定の基本的考え方 

第２-１ 障害福祉サービスの提供体制について 

障害福祉サービスの提供体制の確保にあたっては、次に掲げる点に配慮して、数値目

標を設定し、計画的な整備を行います。 

 必要な訪問系サービスの充実 

訪問系サービスである居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護及び重度障 

※ 障害者自立支援法第８９条の２に規定する協議会で、日常的に障害者等の支援に係わる各

機関で構成される市町村設置組織。 

 

基本指針に即して、平成 23 年度

を目標に、地域の実情に応じて数値

目標及びサービス見込量を設定 

○第２期の実績を踏まえ、第３期計

画を策定 

①第２期計画の進捗状況等の分析・

評価 

②第３期計画における課題の整理 

③課題を踏まえた着実なサービス基

盤整備に対する取り組みの推進 

これらを念頭に置きつつ、数値目

標及びサービス見込量を設定 

平

成

2６

年

度

の

数

値

目

標 

新サービス体系への移行 

 
第１期計画 第２期計画 

第３期計画 

見直し

naosi
aosi 

見直し

naosi
aosi 
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害者等包拢支援の充実を図ります。 

 障害者が希望する日中活動系サービスの充実 

日中活動系サービスである生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移 

行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、療養介護、短期入所及び地域活動支援事業で

提供されるサービスの確保を図ります。 

 グループホーム等の整備を図り、入所等から地域生活への移行を推進 

  地域における居住の場としてのグループホーム（共同生活援助）及びケアホーム

（共同生活介護）を整備する仕組みの構築を図り、ケアマネジメントの構築により、

入所等（福祉施設での入所又は病院での社会的入院をいう。）から地域生活への移行

を進めます。 

 福祉施設から一般就労への移行等を推進 

就労移行支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進め

るとともに、福祉施設における雇用の場の拡大を進めます。 

第２-２ 相談支援の提供体制について 

障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サー

ビスの提供体制の確保及び日常生活自立支援事業や成年後見人制度の活用と共に、これ

らのサービスの適切な利用を支える相談支援が丌可欠であるため、身体障害、知的障害

及び精神障害に一元的に対応する相談支援体制の充実を図ります。ケアマネジメントの

考え方に基づいた中立・公平な立場で適切な相談支援を行い、現場の障害者支援から必

要とされる課題解決のために、事業者、雇用、教育、医療等の関連する分野の関係者か

らなる自立支援協議会の運営を併せて行います。 

第３ 平成２６年度の目標値の設定 

第３期計画では、平成２４年度から平成２６年度の年度末までの目標を設定します。

この目標の設定については、国の定める「第３期障害福祉計画について（基本指針）」

を踏まえ、東海市の実情に応じて行います。 

第３-１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

国の「基本指針」は、平成２６年度末において、平成１７年１０月１日時点の施設入

所者数の３割以上を地域へ移行すること、また１割以上を削減することを目標としてい

ます。 

本市における平成１７年１０月１日時点の施設入所者数は５３人、第２期計画中であ
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る平成２３年４月１日の施設入所者数は４３人で、１０人の移行実績となっています。 

第３期計画では、平成２６年度末の施設入所者数を４２人とし、削減見込を１１人、

２０．８％の削減を目標値といたしました。 

項目 数値 考え方 

平成１７年１０月１日時点の 
施設入所者数 （A） 

５３人 平成１７年１０月１日の施設入所者数。 

平成 26 年度末の施設入所者数 
（B） 

４２人 平成２６年度末時点の利用人員を見込む。 

【目標値】削減見込（A-B） 
   １１人 

 （20.8％） 
差引減尐見込数 

【目標値】地域生活移行者数 １８人 
施設入所からグループホーム・ケアホーム等

へ移行する者の数 

第３-２ 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

入院中の精神障害者の数値目標については、改正前の基本指針では市町村計画で定め

る事項となっておりましたが、改正後の基本指針では、都道府県において設定すること

となり、市では数値目標は設定いたしません。 

６５歳以上の退院者として、平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上の退院者数

を直近の状況よりも２０％以上増加させることとしております。 

愛知県の目標数値（入院中の精神障害者の地域生活への移行）は次のとおりです。 

目標値 
１年未満の入院者の平成 26 年度における平均退院率 

（国の平成 26 年度の目標値と同一） 
76％ 

第３-３ 福祉施設から一般就労への移行 

国の基本指針では、平成２６年度において福祉施設から一般就労に移行する人数につ

いては、平成１７年度の一般就労への移行実績の４倍とするのが望ましいとしています。 

愛知県の基本的考え方でも、４倍以上を目標値と設定することとしています。 

第１期及び第２期障害福祉計画の計画期間における福祉施設から一般就労への移行状

況は、下表のとおりとなっており、第３期計画においても、第２期計画を継承し、８人

の一般就労への移行を目標値として取り組みます。 

 

 

（参考：年間一般就労者数）※倍率は平成 17 年度一般就労移行者数２人に対する数値 
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年度 数値 

１７ ２人（基準） 

１８ １人（0.5 倍） 

１９ ２人（1.0 倍） 

２０ ２人（1.0 倍） 

２１ １人（0.5 倍） 

２２ ４人（２.0 倍） 

なお、一般就労への移行支援の強化策として、自立支援協議会の専門部会である就労

部会において、企業側に障害者に対する一層の理解を進めていただくための職場見学や

職場実習のシステムづくり、ハローワークや知多地域障がい者就業・生活支援センター

「ワーク」、商工会議所等とのネットワークの構築による効率的な就労支援を検討して

まいります。 

項目 数値 考え方 

平成１７年度の年間一般就労

移行者数 
２人 

平成１７年度において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

【目標値】平成 2６年度の年間 

一般就労移行者数 

8 人 

（4.0 倍） 

平成２６年度において福祉施設を退所

し、一般就労する人の数 

第 3-4 就労移行支援事業の移行者数  

 福祉施設における就労支援を強化する観点から、平成２６年度末における福祉施設利

用者のうち、２割以上の者が就労移行支援事業を利用することを基本として、これまで

の実績及び地域の実情を踏まえて設定します。 

項目 数値 考え方 

平成２６年度末の 

福祉施設利用者数 
３５６人 平成２６年度末において福祉施設 

を利用する人の数 

【目標値】平成 2６年度の 

就労移行支援事業の利用者数 
 ５７人 

（１６．０％） 

平成２６年度末において就労移行 

支援事業を利用する人の数 

第 3-５ 就労継続支援（A 型）事業の利用者の割合 

 平成２６年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、３割以上の者が就労継

続支援（A 型）事業を利用することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏

まえて設定します。 

項目 数値 考え方 
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平成２６年度末の 

就労継続支援（Ａ型）事業の

利用者（Ａ） 
２３人 

平成２６年度末において就労継続支援

（Ａ型）事業を利用する人の数 

平成２６年度末の 

就労継続支援（B 型）事業の
利用者 

 １５０人 
平成２６年度末において就労継続支援

（B 型）事業を利用する人の数 

平成２６年度末の 

就労継続支援（Ａ型＋B 型）
事業の利用者（B） 

１７３人 
平成２６年度末において就労継続支援

（Ａ型＋B 型）事業を利用する者の数 

【目標値】平成 2６年度の 

就労継続支援（Ａ型）事業の

利用者の割合（Ａ）/（Ｂ） 
１３．０％ 

平成２６年度末において就労継続支援

事業を利用する人のうち、就労継続支

援（Ａ型）事業を利用する人の割合 

 就労継続支援（Ａ型）事業は、障害のある人の就労を支えるサービスという位置づけ

でありますが、事業運営が難しいこと等から、知多圏域においても事業所は尐ない状況

にあります。しかし、本市には市内の社会福祉法人が平成２０年度から就労継続支援

（Ａ型）事業を行っており、今後も同法人と緊密に連携し、計画的に事業所の整備を図

っていきます。 

第３-６ 障害福祉サービスの種類ごとにおける見込量 

 訪問系サービス 

訪問系サービスは、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護

「重度障害者等包拢支援」の５つのサービスを総称したもので、第３期計画ではサー

ビスごとに利用実人員と月間利用時間で見込みます。 

【基本的な考え方】 

居宅介護は、平成２２年度３月利用の実人員が１２３人、延べ利用時間が１，５９１

時間に対し、平成２３年度１１月までの平均実人員は１２２人、延べ利用時間は１，５

３８時間でした。 

重度訪問介護は、平成２２年度中及び平成２３年度１１月までも共に利用者がありま

せんでした。 

行動援護は、平成２２年度３月利用の実人員が３人、延べ利用時間が１７時間に対し、

平成２３年度１１月までの平均実人員は３人、延べ利用時間は１５時間でした。 

新たなサービスである同行援護は、平成２３年１０月１日からサービス提供された重

度の視覚障害者に移動の援助サービスで、これまでの居宅介護事業者がすべて同行援護

のサービス提供事業者に移行したわけではないため、適時、事業者へ働きかけて、サー

ビス提供事業者の確保に努めることとします。 
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これらの実績とサービス供給体制の充実を見込んで、各サービスを合わせた実人員及

び利用時間は次のとおり見込みます。 

  （単位:人分/月、時間/月） 

サービス名 
２２年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用時間 実人員 利用時間 実人員 利用時間 実人員 利用時間 

居  宅  介  護 
重 度 訪 問 介 護 
同  行  援  護 
行  動  援  護 
重度障害者等包拢支援 

1,437 124 1,610 126 1,655 128 1,692 

今後の取り組みについては、障害者が必要とするサービスを利用できるように、実施

事業者との情報共有・新規参入を促進し、障害者の適切なケアマネジメントを行う相談

支援事業の充実に努めます。 

なお、各サービスの内容は、次のとおりです。 

ア 居宅介護 居宅での、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。ホー 

ムヘルプサービスと呼ばれています。 

イ 重度訪問介護 重度の肢体丌自由者で常に介護を必要とする人に、居宅での、入

浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動の介護などを総合的に行うサービス

です。 

ウ 同行援護 視覚障害により移動に著しく困難な方が外出するときに同行して、移

動に必要な情報を提供したり、移動の援護や排せつ及び食事などの外出に必要な援

助を行うサービスです。 

エ 行動援護 知的・精神障害のために行動上著しい困難があり、常時介護を要する

人の、行動の際の危険回避や外出時の移動の介護を行うサービスです。 

オ 重度障害者等包拢支援 常時介護が必要で、その必要性が著しく高い人に、居宅

介護その他障害福祉サービスを包拢的に提供するサービスです。 

 日中活動系サービス 

日中活動系サービスは、新体系サービスに移行した通所・入所施設の昼のサービス

である、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援

（Ａ型・Ｂ型）短期入所、療養介護について見込みます。 

【基本的な考え方】 

生活介護については、平成２２年度３月利用の実人員が９３人、延べ利用日数が１，
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７５９日で、平成２３年度１１月までの平均実人員は１０３人、延べ利用日数は１，９

１７日であることに、市内福祉施設の利用見込みを考慮して、平成２６年度における月

あたり実人員を 121 人、延べ利用日数を２，６６２日と見込みます。 

機能訓練については、平成２２年度３月利用の実人員が１人、延べ利用日数が６日で、

平成２３年度１１月までの平均実人員は１人、延べ利用日数は１９日であることを考慮

して、平成２６年度における月あたり実人員を４人、延べ日数を８８日と見込みます。 

 生活訓練については、平成２２年度中及び平成２３年度１１月までも共に利用者があ

りませんでしたが、生活訓練を行う福祉施設の増を見込んで、平成２６年度における月

あたり実人員を１人、延べ日数を２２日と見込みます。 

就労移行支援については、平成２２年度３月利用の実人員が３０人、延べ日数が５３

５日でした。平成２３年度１１月までの平均実人員は２６人、延べ日数は４９７日であ

ることに、各年度ごとの養護学校高等部の卒業者の利用を考慮して平成２６年度におけ

る月あたり実人員を５７人、延べ利用日数を１，２５４日と見込みます。 

 就労継続支援（Ａ型）については、平成２２年度３月利用の実人員が１１人、延べ日

数が２１８日、平成２３年度１１月までの平均実人員は１２人、延べ日数は２３７日で

あることに、市内福祉施設の利用見込みを考慮して、平成２６年度に月あたり実人数２

３人に標準月２２日利用を乗じて延べ日数５０６日の月間利用量を見込みます。 

就労継続支援（Ｂ型）については、平成２２年度３月利用の実人員が１２０人、延べ

日数が２，３９０日で、平成２３年度１１月までの平均実人員は１３０人、延べ日数は

２，３８２日であることに、市内福祉施設の利用見込みを考慮して、平成２６年度に月

あたり実人数１５０人に標準月２２日利用を乗じて延べ日数３，３００日の月間利用量

を見込みます。 

短期入所については、平成２２年度３月利用の実人員は２５人、延べ日数は１３２日

であり、平成２３年１１月までの平均利用人員は６０人、延べ日数は２２０日であるこ

とに、市内の社会福祉法人が平成２３年度から短期入所事業を開始したことから、平成

２３年度実績については利用増となることなどを考慮して、平成２６年度に月あたり実

人数を８２人、延べ日数を２２０日と見込みます。 

今後の取り組みについては、短期入所の利用は、家族と別に寝食することでの精神的

自立の芽生えとしての効果も見られることから、障害者と家族が利用しやすい社会資源

の確保に努めます。入所施設などの障害者支援施設や相談支援事業者と情報や課題を共
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有し、障害者の自立した地域生活に資するものとして、継続的なケアマネジメントの中

で利用できる仕組みづくりに努めます。 

療養介護については、児童福祉法の一部改正に伴い、平成 24 年 4 月 1 日から１８歳

以上の障害児施設入所者が障害者自立支援法のサービスで対応することとなりました。 

現在、重症心身障害児施設の利用者は８人となっており、今後療養介護へ移行するこ

とが想定されるため、療養介護を行う予定の青い鳥医療センターなどと連携をとって対

応してまいります。 

   （単位:人分/月、人日分/月） 

サービス名 
２２年度 ２４年度 2５年度 2６年度 

実 
人員 

延べ 
日数 

実 
人数 

延べ 
日数 

実 
人数 

延べ 
日数 

実 
人数 

延べ 
日数 

生 活 介 護 ９３ 1,616 114 2,508 118 2,596 121 2,662 

自立訓練（機能訓練） 1 1 2 44 3 66 4 88 

自立訓練（生活訓練） 0 0 1 22 1 22 1 22 

就 労 移 行 支 援 71 617 43 946 50 1,100 57 1,254 

就労継続支援（A 型） 13 223 13 286 18 396 23 506 

就労継続支援（B 型） 127 1,997 138 3,036 141 3,102 150 3,300 

短 期 入 所 33 104 68 197 76 213 82 220 

療 養 介 護 ― ― 8 248 8 248 9 279 

なお、各サービスの内容は、次のとおりです。 

ア 生活介護 常に介護を必要とする障害者に、主に昼間、入浴、排せつ、食事の 

介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会の提供を行うサービスです。 

イ 自立訓練（機能訓練） 身体障害者に対し、自立した日常生活又は社会生活が 

できるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のための訓練を行うサービス

です。 

ウ 自立訓練（生活訓練） 知的障害者又は精神障害者に対し、自立した日常生活又

は社会生活ができるよう、一定期間、日常の生活能力の向上のために必要な訓練を

行うサービスです。 

エ 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。 

オ 就労継続支援（Ａ型） 一般企業等での就労が困難な障害者に、働く場を提供す 
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るとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。事業所 

内において雇用契約に基づいて就労の機会を提供するものです。 

カ 就労継続支援（Ｂ型） 一般企業等での就労が困難な障害者や、一定の年齢に達 

している障害者に一定の賃金水準のもとで、働く場や、生産活動の機会を提供する 

とともに、知識及び能力の向上・維持を図るサービスです。雇用契約は結びません。 

キ 短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、障害者を短期間、夜間も含め 

施設へ入所させ、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。 

ク 療養介護 医療と常時介護を必要とする障害者に、主に昼間において病院で機能 

訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行う 

サービスです。 

 居住系サービス 

居住系サービスには、共同生活援助（グループホーム）、共同生活介護（ケアホー

ム）と施設入所支援があります。 

共同生活援助は、知的障害者及び精神障害者に対して、主として夜間において共同

生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を行うサービスです。グループホームと呼

ばれています。 

共同生活介護は、知的障害者及び精神障害者に対して、主に夜間に共同生活を営む

住居において入浴、排せつ、食事の介護等を提供するサービスです。ケアホームと呼

ばれています。 

平成２３年度には市内の社会福祉法人がグループホーム・ケアホームを開設し、利 

用人員が増加しました。グループホーム・ケアホームは、知的障害者の地域生活を進

めるための、中核的なサービスであり、今後も市内での基盤整備を行います。 

精神障害者については、居住の場として利用できるグループホームが市内及び近隣

にはありません。 

施設入所支援については、利用見込量を削減する目標設定であり、第 3-1 福祉施

設の入所者の地域生活への移行と合わせて、平成２６年度利用者を４７人と見込みま

す。 

【基本的な考え方】 

共同生活介護・援助の平成２２年度３月利用の実人員は２８人、平成２３年度１１月

現在では３４人となっています。 
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平成２６年度までに新たな基盤整備を見込み設定しました。 

（単位:人分/月） 

サービス名 ２２年度 ２４年度 2５年度 ２６年度 

共同生活援助 

共同生活介護 
３１ ３７ ４４ ４７ 

施設入所支援 ４７ ４４ ４３ ４２ 

今後の取り組みについては、障害者が安心して地域で生活する基盤であると同時に、

市民が障害者と共に生きることを実現するにあたり、グループホーム・ケアホームが大

きな役割を果たすことから、普遍性のあるサービス提供のあり方の構築に向けて、障害

者を支援する事業者や相談支援事業者等と自立支援協議会で検討します。 

また、安心してグループホーム・ケアホームに移行できるようにするため、事前にこ

れを体験できる施策を検討します。 

 相談支援 

「相談支援」は、障害者自立支援法の改正により、障害者の自立した生活を支え、障

害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ

細かく支援するため、対象者を拡大し、「計画相談支援」、「地域移行支援」、「地域

定着支援」に変更されました。 

【基本的な考え方】 

今後３年間で利用者のすべての人が対象となるように見込ます。 

計画相談支援の利用者数は、平成２６年度までの３年間で、障害福祉サービス又は地

域相談支援を利用するすべての障害者又は障害児が対象となるように見込みます。 

（単位:人分/月） 

サービス名 ２２年度 ２４年度 2５年度 ２６年度 

計 画 相 談 １ １３２ ２６７ 4１１ 

地 域 移 行 支 援 ― ５ ７ １３ 

地 域 定 着 支 援 ― ５ ６ ８ 

また、自立支援協議会において相談支援事業の評価を行うこととします。 

ア 計 画 相 談 支給決定を受けた利用者で、複数のサービスを組み合わせて利用

することが必要な障害者に対して、指定相談支援事業者が、計画的なプログラムの

作成等の支援を行うサービス。 

イ 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院し



- 13 - 

ている精神障害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための

活動に関する相談、同行支援・入居支援等を行うサービス。 

ウ 地域定着支援 居宅において単身者や家庭の状況等により同居している家族によ

る支援を受けられない障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に応じ

た緊急の事態等に相談や緊急訪問、緊急対応を行うサービス。 

第３-７ 地域生活支援事業に関する事項 

 相談支援事業 

ア 身体障害、知的障害、精神障害の３障害に係る相談支援を一元的に行います。精

神保健福祉士、社会福祉士、国のケアマネジメント研修終了者といった専門的職員

を配置して行います。東海市、知多市、阿久比町及び東浦町の２市２町の協定事業

として社会福祉法人に委託し、地域における相談支援の中核的役割を担う基幹相談

支援センターを設置し、障害者に寄り添う継続性・専門性のある支援をします。障

害者相談支援事業（基幹相談支援センター）と相談支援機能強化事業も一体的に行

います。 

また、後述する障害者の居場所・生活力を引き出す事業である「地域活動支援

センター」事業を併せて行い、障害者の支援を相乗効果のあるものとします。 

イ 自立支援協議会は、障害者の生活を支えるため、障害者自立支援システムの構築

に関し、中核的な役割を果たし、障害福祉サービスの供給体制の確保及び関係機関

によるネットワークの構築等に向けた協議の場として設置しています。 

  障害者自立支援法の一部改正により、自立支援協議会が法定化され、市町村は障

害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ自立支援協議会の意見

を聴くよう努めなければならないとされています。 

協議会では 

・相談支援事業の運営 

・障害者の自立支援の推進 

・困難事例への対応のあり方 

・地域の関係機関によるネットワークの構築 

・障害福祉計画に関することを協議します。 

現在、協議会には相談体制部会、こども部会、地域生活部会、就労部会、権利擁

護部会の５つの専門部会と運営委員会を設置しています。専門部会は課題別に具体
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的な方策等の検討を行い、必要に応じて市町に分かれての作業部会を行います。 

また、第３期障害福祉計画の進捗状況の検討や障害者総合福祉法（仮称）が制定

された場合には、障害福祉計画の見直しをする必要があり、関係市町別に協議を行

う部会等の設置を検討します。関係市町の職員及び相談支援事業受託者と職員で構

成する運営委員会では、協議会の庶務及び専門部会の設置等協議会の運営について

協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 住宅入居等支援事業 

  賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望してい

るが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な

調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じた障害者等の地域

生活の支援を検討します。 

エ 成年後見制度支援事業 

本事業は、障害者自立支援法の一部改正により、平成２４年４月１日から地域生

活支援事業の必須事業となります。障害者の権利擁護を図るため、本市では平成２

０年度から５市５町共同で、成年後見に関する相談窓口を開設し、NPO 法人知多

地域成年後見センターに事業を委託して成年後見制度の利用促進のための活動を展

開しています。具体的な活動内容として、制度に関する相談・手続きのほか、地域

住民に制度の理解を深めてもらうための研修会などを行っています。 

また、障害福祉サービスを利用し、又は、利用しようとする身寄りのない知的障

 

自立支援協議会 

専門部会 

運営委員会 

行 政 

相談支援事業者 当事者団体 

権利擁護機関 学識経験者 

保健･医療機関 教育機関 

雇用関係 
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害者又は精神障害者を対象に、必要に応じて、申立手続きや制度の継続的利用に係

る経費を助成します。 

 オ 虐待防止に対する取組み 

平成２３年６月に成立した「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（平成２３年法律第７９号）」を踏まえ、市社会福祉課に通報の専用

回線を備えた障害者虐待防止センターを設置するとともに、保健、医療、福祉等の

関係機関が障害のある人に対する虐待の未然防止及び早期発見や虐待が発生した場

合の迅速かつ適切に対応できるよう東海市障害者虐待対応連絡協議会を設置します。 

また、住民等から虐待に関する通報があった場合に、虐待対応協力者と連携、協

議の上、速やかに障害者の安全の確認や虐待の事実確認を行うことができる体制を

整備します。 

 コミュニケーション支援事業 

ア 聴覚、言語障害、音声機能障害の方のための手話通訳者派遣事業を行います。聴

覚障害者支援団体である知多地区聴覚障害者支援センターに派遣・コーディネート

を委託して行います。 

イ 手話通訳者設置事業を行います。市社会福祉課に設置し、月曜日、水曜日、金曜

日の午前１０時から１２時までの２時間、聴覚障害者の相談や手続きの支援を行い

ます。 

ウ 要約筆記派遣事業については、ボランティア団体等を活用して実施します。 

 日常生活用具給付事業 

 重度障害者の日常生活上の便宜を図るため、６区分４２種目の用具を給付します。 

 移動支援事業 

  屋外での移動が困難な視覚障害者、全身性障害者、知的障害者及び精神障害者につ

いて、社会生活上必要丌可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移

動を支援します。 

 地域活動支援事業 

ア 地域活動支援センター事業を行います。コミュニケーション能力や生活力を引き

出すサービスを提供することで社会復帰を支援します。フリースペース事業による

居場所づくり、生活場面面接による障害者の課題の汲み取り、プログラム提供によ

る生活力引き出し支援、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業等を
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行います。東海市、知多市、阿久比町及び東浦町の２市２町の協定事業で、社会福

祉法人に委託し、継続性・専門性のある障害者に寄り添う支援をします。 

イ 地域デイサービス事業を行います。障害者の日中活動の場として、創作的活動及

び自立した日常生活又は社会生活が営めるよう、機能訓練、生活訓練の機会を提供

し、障害者の生活支援を行います。 

 その他事業 

ア 日中一時支援Ａ型（障害者）事業を行います。従前の宿泊を伴わない短期入所事

業に代わる事業で、障害者の日中における活動の場を確保し、障害者の家族の就労

支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。 

イ 日中一時支援Ｂ型（障害児）事業を行います。小学生、中学生及び高校生に当た

る年齢の障害児を対象にした事業で、日中において監護する者がいないため、一時

的に見守り等の支援が必要な障害児に日中における活動の場を確保し、安心のある

地域生活を提供することを目的とします。 

ウ 日常生活支援事業を行います。介護給付支給決定者以外の者について、日常生活

に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、

居宅介護従事者等を居宅に派遣し、生活支援や家事援助で必要な支援を行います。 

エ 発達障害に関する理解啓発を行います。発達障害を持つ小学生を対象とした水泳 

教室を開催します。 

  また、自立支援協議会において、支援図として「東海市子育て支援マップ」 

を作成し、関係機関の窓口又は転入時や健診時に配布し、支援が途切れない体制を 

整備します。 

※ 各事業の見込量は別記のとおりです。 

※ 各事業の見込量確保にあたっては、自立支援協議会を運営して行く中で、事業者 

等と協議をしてサービス提供体制を整えるとともに事業の周知や情報提供に努めま 

す。 
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地域生活支援事業のサービス見込み量                                      別記 

                      （見込者数/月） 

事業名 

平成 22 年度実績 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

実施 

箇所数 

実 

利用者数 

実施見込

箇所数 

実利用見

込者数 

実施見込

箇所数 

実利用見

込者数 

実施見

込箇所

数 

実利用見

込者数 

  

 相談支援事業 

 障害者相談支援事業 ２(1)   2(1)    2(1)   2(1)   

自 立 支 援 協 議 会 実施 実施 実施 実施 

市町村相談支援機能強化事業 実施 実施 実施 実施 

住 宅 入 居 等 支 援 事 業 未実施 未実施 未実施 実施 

成年後見制度利用支援事業  実施 ２６ 実施 ３０ 実施 ３２ 実施 ３５ 

コミュニケーション支援事業 

※「実施見込み箇所数」欄に「手話

通訳者設置事業」の実設置見込み者

数を、「実利用見込み者数」欄に

「手話通訳者・要約筆記派遣事業」

の実利用見込み者数を記載 

１ ７ 1 7 1 7 1 7 

（年間給付等見込み件数） 

 介 護 ・ 訓 練 支 援 用 具 １４ １０ 10 10 

自 立 生 活 支 援 用 具 ２３ 25 25 25 

在 宅 療 養 等 支 援 用 具 １９ 25 25 25 

情報・意思疎通支援用具 １３ 17 17 17 

排 泄 管 理 支 援 用 具 1,615 1,650 1,650 1,650 

住 宅 改 修 費 ７ 5 5 5 

 

（下段延べ見込時間数） 
18(4) 

127 
23(5) 

140 
23(５) 

140 
23(5) 

145 

12,272 13,500 13,500 14,000 

  

 

 

機 能 強 化 事 業 
(地域活動支援センター) ２(１) ４８ 2(1) 50 2(1) 50 2(1) 50 

基 礎 的 事 業 
(地域デイサービス事業) ８(１) １５ 12(1) 20 12(1) 20 12(1) 20 

 

 

 

日中一時支援Ａ型事業 
（障害者） 

６(０) １２ 6(0) 15 6(0) 15 6(0) 15 

日中一時支援Ｂ型事業 
（障害児） 

１２(３) ３５ 13(3) 40 13(3) 40 13(3) 45 

日 常 生 活 支 援 事 業 
（生活サポート事業） 

５(４) ０  6(4) 1  6(4) 1 6(4) 1 

（注）表中の（ ）内の数字は市内の実施見込箇所数（うち数） 
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「第３期東海市障害福祉計画」 

東海市市民福祉部社会福祉課 

〒４７６-８６０１ 東海市中央町一丁目１番地 

電話番号 ０５２－６０３－２２１１又は０５６２－３３－１１１１ 

fax 番号 ０５２－６０３－４０００ 

E メール fukushi@city.tokai. lg.jp 

 


